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貨物の液状化問題 ‐ ブラジルからのシンターフィード 
 
ブラジルで積み込まれたシンターフィード（粉鉱石）貨物の問題が複数の組合員
から報告されています。これまでのところ、ポンタ・ダ・マデイラ港とサンタ
ナ港からの貨物が特に目立っています。 
 
シンターフィードと液状化 
シンターフィードは微粒子と湿気を含む鉄鉱石精鉱であり、微粉鉄鉱石1と同じ
く、液状化すると貨物の移動が起こり、安定性が損なわれる危険性があります。
過去に発生した、多数の死傷者を出した大事故の多くは、液状化が原因であっ
たとみられています。今年は、特に微粉鉄鉱石とニッケル鉱を関して、液状化
の危険性とその予防措置を取り上げた国際グループのメンバー向け回報2を2号
発行し、メンバーの皆様の注意を喚起しています。 
 
問題 
組合では、荷送人がシンターフィードをIMSBCコードの種別C貨物（液状化のお
それのない貨物）として申告した例が少なくとも1件あることを把握しています。
シンターフィードは、運送許容水分値（「TML」）を超える含水状態で運搬さ
れると液状化する可能性があります。その許容値を流動水分値（「FMP」）の
90%とするIMSBCコードの定義に従えば、シンターフィードは本来（項目「精
鉱」の）種別A貨物に分類すべきものであるため、明らかにコードに違反してい
ます。現地には検査機関が不足しており、サーベヤーが荷送人と船主の両方を
代理している（明らかな利益相反）状態であることが報告されています。また、
IMSBCコードに定める方法に従ってFMPの検査を実施できる信頼できる検査施
設も不足しているようです。荷送人が、サンプル採取と分析が未実施のストッ
クパイルからの船積みを指示していることも報告されています。 
 
大雨で貨物の含水量が増えれば、問題がさらに悪化する可能性があります。過去
の回報でも触れたように、「缶」試験3は検査施設での試験の代わりになるもの
ではありません。検査施設での試験は荷送人の責任で受けなければならないも
のです。IMSBCコードの第8節には、サンプルに液状化の兆候がある場合、すな
わち表面に遊離水が認められる場合、積み込みを承認する前に、その積荷に対
して別途検査施設での試験を受けるべきであることが規定されています。決し
て「缶」試験のみを根拠として貨物を受け入れるべきではありません。「缶」
試験では、貨物が船積みに適さないことは分かっても、積み込みに適している
かどうかを判断することはできません。それは、検査施設での試験を通じての
み判断できることです。ブラジルには信頼できる試験機関が明らかに不足して
います。専門家によると、最近では、英国までサンプルを送って検査を受けて
いるケースもあり、大幅な遅延も起こっているようです。貨物は一旦積み込ま
れると、「安全ではない」部分を特定して積み下ろすことは実務的に困難です。
そのため、IMSBCコードに基づいて適切な検査を実施した結果が書面に記録さ
れていないような貨物（一部であっても）を積み込まないことが重要であるこ
とをここで強調しておきます。 
 
検査費用およびP&Iてん補 
シンターフィード、微粉鉄鉱石、ニッケル鉱などの貨物を検査することの主目的
は、安全に運搬できるかどうかを確認することです。その理由から、P&Iクラブ
は、検査費用をてん補対象としていません。IMSBCコードに基づいて行動し、
安全な運搬についての要件を満たしておけば、過剰なリスクにさらされるよう
なことはないため、検査が損害の回避や最小化のための対策であるとはみなさ

                                                  
1 2010 年 2 月/4 月 Gard News 第 197 号「Liquefaction of unprocessed mineral ores - Iron ore fines and 
nickel ores」 
2 Gard 組合員向け回報 No. 16/2010 および 23/2010 を参照してください。 
3 IMSBCコードの第8節には、貨物の状態が懸念される場合に船長が実施できる補助的チェックであると表

現されています。 
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れないからです。ただし、P&Iクレームの応訴に主に使用する検査の場合、検査
費用の全額または一部がてん補されます。 
 
P&Iクラブは、この種の問題貨物に直面している組合員に対して可能な限りの支
援を提供いたします。ただし、組合員がIMSBCコードを遵守していなかった場
合には、クラブのてん補の対象とならない可能性があることにご留意ください。
Gard Rule 74では、安全でない、あるいは過度に危険な貨物運搬や航海に起因す
る責任、費用をてん補から除外しています。このような貨物の運搬については、
各種のクレームの原因となる可能性があるため、Defence Coverの対象となる場
合があります。この場合、クラブの事前承認を得て負担したクレームに関連す
る検査費用はてん補されます。 
 
助言および予防措置 
組合員は、新たな用船契約を締結する前にこのような貨物の運搬に伴う潜在的な
費用/リスクを慎重に検討すべきであり、そのような貨物が含まれる場合には、
次のような条項を盛り込むことを求めるべきです。例えば、IMSBCコードの下
で要求される文書（適格な検査機関の検査証明書など）の提出を用船者に要求
できること、積み込み前または積み込み中に、船主の裁量によって貨物にアク
セスしてサンプル採取や検査が行えること、あるいはそのような貨物を積み込
んだことによって生じるコストと結果について用船者がすべて負担することな
どの条項案が考えられます。クラブでは、そのような用船契約の条項の文言に
ついて助言を提供することができます。シンターフィードの運搬を決定するか、
既存の定期用船契約の下でそのような注文を受けた場合には、国際グループの
回報 16/2010号に掲載された予防措置も参照されることを推奨します。 
 


